
行政事例№(２)－２０

【失敗事例】

開示決定期限を越えた情報公開について

平成２０(２００８)年９月

学校教育部　学校教育課

発生までの
経過

➀平成２０(２００８)年９月４日付けで学校教育課に、公文書の開示
請求があった。
②合議（※）をもらうため、情報システム課に文書を回付した。
③開示決定期限の９月１９日以降に情報システム課から連絡があるま
で、学校教育課の担当者は当該文書を回付したことを忘れていた。
④そのため、開示決定期限の９月１９日までに、請求者に対する回答
通知を行うことができなかった。
⑤９月２９日付けで開示請求者に、「公文書不存在決定通知書」を通
知した。

※合議…直属の上司に文書の承認を受ける際、必要に応じて他部署の
部長・課長等の承認を受ける過程のこと

当時の対応
・開示請求者に説明を行おうとしたが連絡が取れなかったため、１０
月２日付けで学校教育課長名の謝罪文を郵送した。
【資料(２)－２０－１】

➀開示決定期限に対する意識が不十分であった。
②他課等との連絡調整が不十分であった。

・「門真市情報公開条例」及び「個人情報保護条例」の認識を深め、
適切な情報公開を徹底する。

【資料(２)－２０－１】…決定通知が遅れたことについて（通知文）
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